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水害に強い安全安心なまちづくり推進事業（創設）
1.宅地嵩上げ浸水対策促進事業
2.避難場所整備事業

Ｈ２９．６

【基本的な支援（補助）の考え方】

・流域治水条例における「浸水警戒区域」は、建築基準法に基づく「災害危険区域」と位置づけ、建築

規制を適用し、安全な住まい方へ誘導するものです。

⇒ 個人住宅を浸水リスクに適合した建築物（耐水化）に誘導し、その対策（改善）に対して補助

を行うことを基本とします。

なお、地区の特性等から避難場所整備が合理的な場合、避難場所等の補助を行います。

（１）住宅の嵩上げへの助成

流域治水に係る支援概要 説明資料 資料－１

（２）避難場所等への助成

基本



基本
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●水害に強い安全安心なまちづくり推進事業の概要
１.宅地嵩上げ浸水対策促進事業【県単独】

浸水警戒区域内に個人が所有する既存住宅の内、耐水化を促進しないといけない住宅の新築・増

改築等に際して、嵩上げ等により適格住宅とするための補助

○想定水位以上に居室の床面等が確保されるよう行われる盛土、擁壁等による嵩上げ工事、

嵩上げに伴う地盤改良工事、避難空間（バルコニー等）の設置、関連する測量調査設計等

改築を伴わず、浸水を回避する目的のみの嵩上げを実施する場合は、曳家工事を含む

※補助対象となる既存住宅は、建築確認および開発許可を受けていること（原則）

２.避難場所整備事業

2-1)避難場所整備事業【県単独】
地区の特性等から避難場所整備が合理的と判断され、盛土公園や高台などの避難場所や避難

空間の整備に係る指定緊急避難場所（一時避難場所）に対する補助

○避難場所整備（測量試験費、実施設計費、工事費、用地費、補償費）

2-2)避難場所整備事業＋国事業：都市防災総合推進事業【県単独＋国補助】
地区の特性等から避難所および避難場所整備が合理的と判断され、事業主体が国の採択を受け

避難所および避難場所の整備等を行う場合について、県は指定緊急避難場所（一時避難場所）に

係る経費に対して補助

（国事業の例）

○地区公共施設の整備（測量試験費、実施設計費、工事費、用地費、補償費）

例として、盛土公園工事、盛土法面の護岸工、階段工、フェンス工、既存遊具の撤去復旧・

新設、トイレ、パーゴラ、小規模四阿など

○防災まちづくり拠点施設の整備（測量試験費、実施設計費、工事費）

例として、避難所、集会所、耐震性貯水槽、備蓄倉庫などが可

※指定緊急避難場所（一時避難場所）に係る工事とは、緑色の工事とする
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※確認、許可が不要な地区は除く

基本



地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

耐水化
促進対象

高基礎
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浮力等の計算
が必要

補助対象住宅
（事例）

想定水位以上に1以上の居室、避難空間を有さない住宅

-3.50m

-3.50m -2.90m -3.10m

浮力等の計算
が不要

耐水化
促進対象

補助対象
か判定要

想定水位以上に1以上の
居室を有する住宅の場合



地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

耐水化
促進対象

耐水化
促進対象
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-2.99m

補助対象となる嵩上高H

-3.50m

補助対象住宅
（事例）

-2.90m

補助対象

※浸水深が3.0ｍ未満であっても不適格住宅であることから、補助対象（下限額）を支援する。

補助対象となる嵩上高H=0.01m

浸水深が3.0m
未満の不適格
住宅は、浸水
深を3.0mに設
定(固定)し標準
工事費を算定



地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

E
既存嵩上
盛土の改修

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

建築確認・開発許可の基準を満たしていない盛土
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耐水化
促進対象

建築基準法制定ｓ２５の以前。または、
都市計画区域に編入され開発許可を
必要とされる以前の家屋を支援対象。

※個々に確認要

補助対象住宅
（事例）

盛土高を除いた状態
で、補助対象住宅で
あるかを判定する。

補助対象
か判定要
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※流域治水条例等の要件を満たさない住宅で赤のアンダーラインが補助対象となるもの



建築規制と支援制度の関係整理（原則）

時間

浸水警戒区域指定時点

・建築規制により耐水化建築に誘導
既存住宅＋新規住宅

・区域指定以降に建設された建築物に対する補助は無い
⇒理由①

そもそも耐水化ガイドラインに適合した建築物で
なければ建設されないので、区域指定後の不適格
な建築物が存在しない。

⇒理由②
水害リスク・規制の存在を知った上で地域を選択
し、建築物を建設している以上、そのコストは建築
主が負担すべきである。

・耐水化建築へ建て替えを促進
・現に住居している人を
安全な住まい方へ誘導
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既存不適格住宅等を補助対象
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地盤面高G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる
嵩上高Ｈ

１.宅地嵩上げ浸水対策促進事業
補助の考え方と対象費用の範囲
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※補助対象となる嵩上げ高さを決定する地盤面につ
いての考え方は、土盛りによる嵩上げの場合につい
ては、現況地盤面の平均標高（下図のＡとＢの平均
高）を補助対象となる高さとして標準工事費を算定す
る。

高基礎などその他の工法については、実際に継ぎ
足しされる高さを補助対象の嵩上げ高さとして標準
工事費を算定する。

※ Ａ，Ｂ，Ｃのうち最も安価なものを補助金額として採用する。

算式 金額（円）

Ａ．補助上限額 4,000,000

Ｂ．標準工事費
（追加）

下記の条件により算出した標準工事費×1/2
・工法：土盛り工法（なお、嵩上げのみを実施する場合は曳家を含む）
・面積：補助する建築物の建物面積の2倍
・高さ：想定水位－2.99m－地盤高標高

想定浸水深および

既存建物面積により
算定する補助額

Ｃ申請者の見積額 嵩上げ等に係る経費分×1/2 （見積額×1/2）



想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

耐水化
促進対象

土盛り

適正

※地盤面Ｇの考え方の違いについて

条例上の
許可確認

地盤面G
（TP）

支援制度上の
補助額算定

Ｃ Ｄ

※条例上における許可確認時の地盤面Ｇについては、建
築物が周囲の地面と接する位置の平均高さでの水平面
（左図のＣとＤの平均高）を基準とする。
※支援制度上の補助対象となる嵩上げ高さを決定する地
盤面Ｇについての考え方は、土盛りによる嵩上げの場
合については、盛土基部の最高高さと最低高さの平均
高さでの水平面（左図のＡとＢの平均高）を補助対象と
なる高さとして標準工事費を算定する。高基礎などその
他の工法については、実際に継ぎ足しされる高さを補助
対象の嵩上げ高さとして標準工事費を算定する。
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地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

不適格

適格

支援

建築（建坪）面積 ＝ Ｌａ×Ｌｂ
※下図の場合は、投影面積とする

高基礎

既存住宅



地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

A 土盛り

地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

B 高基礎・ピロティ

耐水化
促進対象

高基礎

土盛り
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新しい地盤面

適正

耐水化
促進対象

適正



C RC/鉄骨化

地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

RC/鉄骨造

地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

D 屋上設置

屋上設置
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浮力対策が必要
（空気抜きなど）

耐水化
促進対象

適正

耐水化
促進対象

適正

浮力により
倒壊の恐れ

木 造

木 造



地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

バルコニー設置

D1 バルコニー設置

地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

D2 屋根裏への天窓設置

避難空間

避難空間

屋根裏部屋＋天窓設置

浮力対策が必要
（空気抜きなど）

浮力対策が必要
（家屋と独立など）

耐水化
促進対象

耐水化
促進対象
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-2.99m

補助対象となる嵩上高H

-2.99m

補助対象となる嵩上高H



地盤面G
（TP）

想定水位高W
（TP）

E
既存嵩上
盛土の改修

増改築にあたって
地盤を直す場合

-2.99m

補助対象となる嵩上高H

建築確認・開発許可の基準を満たしていない盛土
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耐水化
促進対象

建築基準法制定ｓ２５の以前。または、
都市計画区域に編入され開発許可を
必要とされる以前の家屋を補助対象。

補助対象（予定）

※個々に確認要

※適正か、不適格の
判定をするための資
料は、建築主より提
出し、県が判断する。



17２.避難場所整備事業の支援判断フロー

2-1） 2-2）

市町・自治会等で負担
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※補助対象世帯数とは、浸水警戒区域内の宅地嵩上げ浸水対策促進
事業の補助対象である世帯数をいう

（積算例）



19避難場所整備事業の対象範囲（適合審査）
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都市計画区域外は、建築確認が不要なため、
流域治水条例のみの流れとなる


